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【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則
（
規
則
第
三
十
四
号
）

一

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
規
則
（
徳
島
県
漁
業
調
整
規
則
及
び
徳
島

県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
除
く
。
以
下
「
既
存
規
則
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を

左
横
書
き
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

一
に
伴
う
必
要
な
用
字
及
び
用
語
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

既
存
規
則
に
お
け
る
用
字
及
び
用
語
で
あ
っ
て
古
い
慣
例
に
基
づ
く
表
現
及
び
表
記
が
用
い
ら
れ

て
い
る
も
の
の
う
ち
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
現
在
の
法
令
に
お
け
る
慣
例
に
基
づ
く
表
現
及
び
表

記
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
漁
業
調
整
規
則
等
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則
（
規
則
第
三
十
五
号
）

一

徳
島
県
漁
業
調
整
規
則
及
び
徳
島
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
形
式
を
左
横
書

き
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

一
に
伴
う
必
要
な
用
字
及
び
用
語
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
規
則
第
三
十
四
号

徳
島
県
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
規
則
（
徳
島
県
漁
業
調
整
規
則

（
令
和
二
年
徳
島
県
規
則
第
八
十
八
号
）
及
び
徳
島
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令

和
七
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
六
号
）
を
除
く
。
以
下
「
既
存
規
則
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き

に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
規
則
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
規
則
（
以
下
「
改
正
後
規
則
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
規
則
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
規
則
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
規
則
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
既
存
規
則
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
様
式
並
び
に
改
正
後
規
則
に
お
い
て
縦
書
き
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る

表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

既
存
規
則
に
お
い
て
左
横
書
き
で
あ
る
部
分
及
び
縦
書
き
で
あ
る
部
分
が
混
在
し
て
い
る
表
及
び
様

式
そ
の
他
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
知

事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
規
則
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に

定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
規
則
の
様
式
に
相
当
す
る
既
存
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
三
十
五
号

徳
島
県
漁
業
調
整
規
則
等
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
漁
業
調
整
規
則
等
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
徳
島
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
規
則
第
八
十
八
号
）
及
び
徳
島
県

漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
六
号
）
（
以
下
「
調
整
規

則
等
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

調
整
規
則
等
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

調
整
規
則
等
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
調
整
規
則
等
（
以
下
「
改
正
後
調
整

規
則
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
調
整
規
則
等
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
調
整
規
則
等

に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

二

改
正
後
調
整
規
則
等
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
調
整
規
則
等

に
お
け
る
文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
徳
島
県
漁
業
調
整
規
則
別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
ま
で
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

調
整
規
則
等
の
規
定
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

も
の
に
改
め
る
。

一

章
、
条
及
び
様
式
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢

ア
ラ
ビ
ア
数
字

数
字
並
び
に
こ
れ
ら
の
番
号
並
び
に
項
及
び
号
の
番

号
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

二

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字

三

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た

ア
ラ
ビ
ア
数
字

め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る

た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

四

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
小
数
点
を
表
す
中
点

１

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ

は
、
ピ
リ
オ
ド
に
改
め
る
も
の
と
す
る

て
い
る
も
の

。
）

２

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

３

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字

に
置
き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の



４

数
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
十

、
百
及
び
千
を
除
く
。
）

５

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

五

上
欄

左
欄

六

下
欄

右
欄

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
二
号

徳
島
県
告
示
の
う
ち
規
程
形
式
を
と
る
も
の
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
告
示
の
う
ち
規
程
形
式
を
と
る
も
の
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
告
示

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
制
定
さ
れ
て
い
る
告
示
の
う
ち
規
程
形
式
を
と
る

も
の
（
以
下
「
既
存
告
示
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
告
示
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
既
存
告
示
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
様
式
並
び
に
改
正
後
告
示
に
お
い
て
縦
書
き
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る

表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

既
存
告
示
に
お
い
て
左
横
書
き
で
あ
る
部
分
及
び
縦
書
き
で
あ
る
部
分
が
混
在
し
て
い
る
表
及
び
様

式
そ
の
他
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
知

事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
告
示
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に

定
め
る
。
附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
告
示
の
様
式
に
相
当
す
る
既
存
告
示
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
三
号

徳
島
県
告
示
の
う
ち
規
程
形
式
を
と
ら
な
い
も
の
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
告
示
を
次
の

よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一
１

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
制
定
さ
れ
て
い
る
告
示
の
う
ち
規
程
形
式
を
と
ら
な
い
も
の
（
以
下

「
既
存
告
示
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

㈠

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と

す
る
。

㈡

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
告
示
に
お
け

る
文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

１
は
、
既
存
告
示
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。
以
下
こ

の
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
様
式
並
び
に
改
正
後
告
示
に
お
い
て
縦
書
き
と
す
る
こ
と
が
適
当
と

認
め
ら
れ
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

既
存
告
示
に
お
い
て
左
横
書
き
で
あ
る
部
分
及
び
縦
書
き
で
あ
る
部
分
が
混
在
し
て
い
る
表
及
び

様
式
そ
の
他
１
及
び
２
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
知

事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二
１

既
存
告
示
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め

る
。

一

表
（
別
表
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

ア
ラ
ビ
ア
数
字

び
様
式
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字
並
び
に

こ
れ
ら
の
番
号
並
び
に
編
、
章
、
節
、
款
、
条
、
項

及
び
号
の
番
号
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
漢
数
字

二

既
存
告
示
の
内
容
（
表
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

ア
ラ
ビ
ア
数
字

を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
当
該
文
字

三

既
存
告
示
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア

た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す

数
字

る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

四

既
存
告
示
の
内
容
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字



五

既
存
告
示
の
内
容
を
第
四
次
の
段
階
で
細
分
す
る

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順

た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す

に
よ
る
片
仮
名

る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

２

１
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
既
存
告
示
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例

の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一

項
（
同
項
の
表
一
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
、
十
九
の
項
及
び
二
十
の
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
四
項
ま

で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

３

１
及
び
２
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

三

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め

る
。

四

改
正
後
告
示
の
様
式
に
相
当
す
る
既
存
告
示
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
訓
令
第
十
号

庁

中

一

般

東

部

各

局

各

セ

ン

タ

ー

等

各

総

合

県

民

局

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

監

査

事

務

局

徳
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
収
用
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

警

察

本

部

徳

島

県

議

会

事

務

局

徳
島
県
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
訓
令

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
制
定
さ
れ
て
い
る
訓
令
（
以
下
「
既
存
訓
令
」
と

い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
訓
令
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
訓
令
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
訓
令
（
以
下
「
改
正
後
訓
令
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
訓
令
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
訓
令
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
訓
令
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
様
式
並
び
に
改
正
後
訓
令
に
お
い
て
縦
書
き
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る

表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

既
存
訓
令
に
お
い
て
左
横
書
き
で
あ
る
部
分
及
び
縦
書
き
で
あ
る
部
分
が
混
在
し
て
い
る
表
及
び
様

式
そ
の
他
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
知

事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
訓
令
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に



定
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
訓
令
の
様
式
に
相
当
す
る
既
存
訓
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
一
ー
二
三

徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
規
則
（
以
下
「
既
存
規
則
」
と

い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
規
則
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
規
則
（
以
下
「
改
正
後
規
則
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
規
則
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
規
則
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
規
則
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
既
存
規
則
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
様
式
並
び
に
改
正
後
規
則
に
お
い
て
縦
書
き
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る

表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

既
存
規
則
に
お
い
て
左
横
書
き
で
あ
る
部
分
及
び
縦
書
き
で
あ
る
部
分
が
混
在
し
て
い
る
表
及
び
様

式
そ
の
他
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
委

員
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
規
則
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
委
員
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
別

に
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
規
則
の
様
式
に
相
当
す
る
既
存
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
の
う
ち
規
程
形
式
を
と
る
も
の
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
告
示

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
の
う
ち
規
程
形
式
を
と
る
も
の
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の

告
示

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
制
定
さ
れ
て
い
る
告
示
の
う
ち
規
程
形
式
を
と
る

も
の
（
以
下
「
既
存
告
示
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
告
示
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
既
存
告
示
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
様
式
並
び
に
改
正
後
告
示
に
お
い
て
縦
書
き
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る

表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

既
存
告
示
に
お
い
て
左
横
書
き
で
あ
る
部
分
及
び
縦
書
き
で
あ
る
部
分
が
混
在
し
て
い
る
表
及
び
様

式
そ
の
他
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
委

員
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
告
示
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
委
員
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
別

に
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
告
示
の
様
式
に
相
当
す
る
既
存
告
示
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
の
う
ち
規
程
形
式
を
と
ら
な
い
も
の
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の

告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

一
１

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
制
定
さ
れ
て
い
る
告
示
の
う
ち
規
程
形
式
を
と
ら
な
い
も
の
（
以
下

「
既
存
告
示
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

㈠

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と

す
る
。

㈡

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
告
示
に
お
け

る
文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

１
は
、
既
存
告
示
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。
以
下
こ

の
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
様
式
並
び
に
改
正
後
告
示
に
お
い
て
縦
書
き
と
す
る
こ
と
が
適
当
と

認
め
ら
れ
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

既
存
告
示
に
お
い
て
左
横
書
き
で
あ
る
部
分
及
び
縦
書
き
で
あ
る
部
分
が
混
在
し
て
い
る
表
及
び

様
式
そ
の
他
１
及
び
２
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
委

員
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二
１

既
存
告
示
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め

る
。

一

表
（
別
表
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

ア
ラ
ビ
ア
数
字

び
様
式
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字
並
び
に

こ
れ
ら
の
番
号
並
び
に
編
、
章
、
節
、
款
、
条
、
項

及
び
号
の
番
号
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
漢
数
字

二

既
存
告
示
の
内
容
（
表
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

ア
ラ
ビ
ア
数
字

を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
当
該
文
字

三

既
存
告
示
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア

た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す

数
字

る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

四

既
存
告
示
の
内
容
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字



五

既
存
告
示
の
内
容
を
第
四
次
の
段
階
で
細
分
す
る

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順

た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す

に
よ
る
片
仮
名

る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

２

１
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
既
存
告
示
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例

の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一

項
（
同
項
の
表
一
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
、
十
九
の
項
及
び
二
十
の
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
四
項
ま

で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

３

１
及
び
２
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
委
員
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

三

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
別
に
定

め
る
。

四

改
正
後
告
示
の
様
式
に
相
当
す
る
既
存
告
示
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

徳
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

徳
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
制
定
さ
れ
て
い
る
訓
令
（
以
下
「
既
存
訓
令
」
と

い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
訓
令
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
訓
令
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
訓
令
（
以
下
「
改
正
後
訓
令
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
訓
令
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
訓
令
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
訓
令
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
様
式
並
び
に
改
正
後
訓
令
に
お
い
て
縦
書
き
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る

表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

既
存
訓
令
に
お
い
て
左
横
書
き
で
あ
る
部
分
及
び
縦
書
き
で
あ
る
部
分
が
混
在
し
て
い
る
表
及
び
様

式
そ
の
他
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
委

員
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
訓
令
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
委
員
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
別

に
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
訓
令
の
様
式
に
相
当
す
る
既
存
訓
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。





徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
一
号

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

今

治

清

孝

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
告
示

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
制
定
さ
れ
て
い
る
徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告

示
（
以
下
「
既
存
告
示
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
告
示
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
告
示
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会

長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
徳
島
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
会
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令
和
八
年
三
月
三
十
一
日徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長

歌

泰

一

徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
告
示

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
制
定
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員

会
告
示
（
以
下
「
既
存
告
示
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
告
示
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
告
示
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
徳
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員

会
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
徳
島
県
内
水

面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。







徳
島
県
議
会
規
程
第
三
号

徳
島
県
議
会
規
程
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
議
会
議
長

井

川

龍

二

徳
島
県
議
会
規
程
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
議
会
規
程
（
以
下
「
既

存
規
程
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
規
程
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
規
程
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
規
程
（
以
下
「
改
正
後
規
程
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
規
程
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
規
程
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
規
程
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
規
程
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
既
存
規
程
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。

）
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
規
程
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に

定
め
る
。
附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号

徳
島
県
収
用
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
収
用
委
員
会
会
長

松

尾

泰

三

徳
島
県
収
用
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
収
用
委
員
会
規
則
（
以

下
「
既
存
規
則
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
規
則
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
規
則
（
以
下
「
改
正
後
規
則
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
規
則
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
規
則
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
規
則
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
表
（
別
表
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
規
則
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に

定
め
る
。
附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号

徳
島
県
収
用
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
収
用
委
員
会
会
長

松

尾

泰

三

徳
島
県
収
用
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
告
示

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
制
定
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
収
用
委
員
会
告
示
（
以

下
「
既
存
告
示
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
告
示
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
告
示
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
別
に

定
め
る
。
附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


